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【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  35/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  21/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/022    (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/021    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ  35/04    ３０１Ｐ
   Ｂ０１Ｊ  35/04    ３０１Ｅ
   Ｂ０１Ｊ  21/12    ＺＡＢＡ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    １０４Ｂ
   Ｆ０１Ｎ   3/02    ３０１Ａ
   Ｆ０１Ｎ   3/02    ３０１Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月8日(2014.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの多孔質壁を有するセラミック担体上に多孔質識別層を形成する方法で
あって、
　（ａ）前記少なくとも１つの多孔質壁のガス入口側から前記少なくとも１つの多孔質壁
のガス出口側まで、前記少なくとも１つの多孔質壁を貫通する、混入されたセラミックも
しくはセラミック前駆体の高気孔率の粒子を含むガス流の流れを設け、前記少なくとも１
つの多孔質壁のガス入口側上に、前記高気孔率の粒子の少なくとも一部が堆積して、高気
孔率の粒子の堆積層を形成するようにするステップであって、（１）前記高気孔率の粒子
が、１０～５００ミクロンの寸法を有し、（２）前記高気孔率の粒子が、水銀気孔率測定
法により測定して少なくとも５０体積％の気孔率、および１０ミクロン以下の見掛け体積
平均気孔直径を有し、また（３）前記堆積層が、前記少なくとも１つの多孔質壁の厚さの
端から端までの一部だけに広がる、ステップと、
　（ｂ）前記堆積層を仮焼して、前記多孔質識別層を形成するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記高気孔率の粒子が、１ナノメートル～５ミクロンの直径を有するセラミック繊維を
含有し、当該セラミック繊維が、接触点で互いに接合されるか、または互いに絡み合って
いる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記高気孔率の粒子が、少なくとも７０体積％の気孔率、および０．０５～５ミクロン
の見掛け体積平均気孔直径を有する、請求項１または２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記堆積層が、２５～７５ミクロンの厚さである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記多孔質壁が、１５～３５ミクロンの体積平均気孔直径を有する、請求項４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記多孔質壁が、少なくとも６０％の気孔率を有する、請求項１から５のいずれかに記
載の方法。
【請求項７】
　前記多孔質識別層が、０．０５～２．５ミクロンの細孔径を有する、請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　気孔を有する少なくとも１つの多孔質壁と、前記多孔質壁内に開口をもたらしている少
なくとも１つの欠陥とを有し、前記開口が前記気孔よりも大きいセラミック担体における
欠陥を修復する方法であって、
　（ａ）前記多孔質壁のガス入口側から前記少なくとも１つの多孔質壁のガス出口側まで
、前記担体を通り、また前記多孔質壁内の欠陥を貫通する、混入されたセラミックもしく
はセラミック前駆体の高気孔率の粒子を含むガス流の流れを設け、高気孔率の粒子が、前
記少なくとも１つの多孔質壁内の前記欠陥内に引っ掛かるようになって、少なくとも一部
前記欠陥を塞ぐようにするステップであって、（１）前記高気孔率の粒子が、１０～５０
０ミクロンの寸法を有し、（２）前記高気孔率の粒子が、水銀気孔率測定法により測定し
て少なくとも５０体積％の気孔率、および１０ミクロン以下の見掛け体積平均気孔直径を
有する、ステップと、
　（ｂ）前記引っ掛かった高気孔率の粒子を仮焼するステップとを含む方法。
【請求項９】
　前記高気孔率の粒子が、１ナノメートル～５ミクロンの直径を有するセラミック繊維を
含有し、当該セラミック繊維が、接触点で互いに接合されるか、または互いに絡み合って
いる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記高気孔率の粒子が、少なくとも７０体積％の気孔率、および０．０５～５ミクロン
の見掛け体積平均気孔直径を有する、請求項８または９に記載の方法。
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